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尾道市保育所等従事者支援金給付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言の

発令時に多くの活動が自粛された中、行政の要請により施設運営を継続す

る必要のある保育施設等の業務に従事し、相当程度心身に負担を負いなが

ら、現場で児童の健康を守り、運営継続に尽力した職員に対して、尾道市

保育所等従事者支援金（以下「支援金」という。）を支給するため、必要な

事項を定めるものとする。 

（支給対象者） 

第２条 支援金の支給対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

(1)  市内の次に掲げる施設又は事業（以下「給付対象施設等」という。）

において、継続して業務に従事した者。ただし、尾道市立保育所又は尾

道市立認定こども園の正規職員を除く。 

ア 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第３

９条第１項に規定する保育所 

イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に規定する認定こど

も園 

ウ 法第６条の３第１０項に規定する小規模保育事業 

エ 法第６条の３第１２項に規定する事業所内保育事業 

オ 法第６条の３第１３項に規定する病児保育事業 

カ 法第５９条の２第１項に基づき、本市に届出がなされた認可外保育

施設 

キ 法第６条の３第２項に規定する放課後児童健全育成事業 

ク 法第４１条に規定する児童養護施設 

ケ 法第４３条の２に規定する児童心理治療施設 



コ 法第３８条に規定する母子生活支援施設 

(2)  令和２年４月１日から令和３年２月２８日までの間に、給付対象施設

等で利用者である子ども又はその保護者と接する状況下において、月４

日以上勤務した期間が６か月以上ある者 

(3)  令和３年３月１日時点において、当該給付対象施設等の業務に継続し

て従事している者 

２ 支援金の給付は、１人につき１回に限るものとし、国、都道府県及び市

町村から当該支援金と同様の趣旨である他の給付金等を受給した者は、給

付対象者から除くものとする。 

（支給の申請） 

第３条 支援金の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、尾

道市保育所等従事者支援金申請書兼請求書（別記様式第１号）により市長

に申請しなければならない。 

（代理申請） 

第４条 申請者は、前条の規定にかかわらず、給付対象施設等に勤務してい

る場合は、当該施設の設置者、管理者又は運営者（以下「代理申請者」と

いう。）に申請を委任することができる。この場合において、代理申請者は、

尾道市保育所等従事者支援金申請書兼請求書（代理申請）（別記様式第２号）

に委任状（別記様式第３号）を添えて、市長に申請しなければならない。 

（申請受付期間） 

第５条 支援金に係る市の申請の受付期間は、令和３年３月４日から同月３

１日までとする。 

（支給の額） 

第６条 支援金の額は、支給対象者１人につき３万円とする。 

（支給の決定等） 

第７条 市長は、申請者又は代理申請者から支援金の申請があったときは、 

内容を確認の上、支給の可否を決定し、尾道市保育所等従事者支援金支給

決定通知書（別記様式第４号）又は尾道市保育所等従事者支援金支給決定

通知書（代理申請）（別記様式第５号）により通知するものとする。 

（代理受領） 

第８条 申請者が代理申請者に申請を委任した場合には、当該代理申請者が

支援金を代理受領するものとする。 

（代理受領時の支払期限） 



第９条 代理申請者が支援金を代理受領した場合には、代理申請者は、申請

者に対し、現金又は口座振込みにより受領後１か月以内に支援金を支払わ

なければならない。 

（支払報告） 

第１０条 代理申請者が支援金を代理受領した場合には、代理申請者は、申

請者に対し支援金を支払ったことについて、支払報告書（別記様式第６号）

に代理受領に係る受領書（別記様式第７号）を添えて、代理受領の後２か

月以内に市長へ報告しなければならない。 

（支援金の支給に関する周知） 

第１１条 市長は、支援金の支給に当たり、支給対象者の要件、支給金額、

申請の方法、申請の受付期間等の概要について、市ホームページその他の

方法により市民等への周知を行うものとする。 

（申請が行われなかった場合等の取扱い） 

第１２条 市長が前条の周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から申請

受付期間内に申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が支援金の支

給を受けることを辞退したものとみなす。 

２ 支援金の申請後に申請書等の不備が発覚し、市が確認等に努めたにもか

かわらず、市が指定した期限までに申請書等の補正が行われないときその

他申請者の責めに帰する事由により支給できなかったときは、当該申請が

取り下げられたものとみなす。 

（受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第１３条 支援金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供して

はならない。 

（支援金の返還） 

第１４条 市長は、支援金の支給を受けた者が偽りその他の不正な手段等に

より支援金の支給を受けた場合は、 支援金の支給の決定を取り消すととも

に、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

（雑則） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

付 則 

 この要綱は、令和３年３月４日から施行する。 


